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７　課税標準額等に関する調
� 全国計� 大都市計� 都市計� 町村計

区 　 分

特

例

率

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

決 　 　 定 　 　 価 　 　 格 　 　 ( A )  262,486,834,507  92,076,512,103  149,118,427,182  21,291,895,222 

課��

税��

標��

準��

の��

特��

例��

に��

よ��

り��

減��

額��

に��

な��

る��

額

法

第

三

四

九

条

の

三

第10項　（日本放送協会） 1/2  39,517,673  29,714,304  9,498,607  304,762 

第11項　（日本原子力研究開発機構） 1/3  3,716,188  -  73,599  3,642,589 
2/3  2,070,534  -  203,099  1,867,435 

第12項　（登録有形文化財等） 1/2  4,215,006  2,616,316  1,346,826  251,864 

第16項　（宇宙航空研究開発機構） 1/3  195,752  -  -  195,752 
2/3  657,152  -  455,543  201,609 

第17項　（海洋研究開発機構） 1/3  122,139  -  122,139  - 
2/3  343,015  309,557  33,458  - 

第19項　（水資源機構） 1/2  1,968  -  1,968  - 
3/4  43,698  -  38,572  5,126 

第20項　（特定地方交通線） 1/4  1,384,045  22,098  1,232,117  129,830 
第22項　（科学技術振興機構） 1/2  -  -  -  - 
第24項　（新関西国際空港株式会社） 1/2  -  -  -  - 
第26項　（信用協同組合等） 3/5  215,571,935  62,691,361  139,461,002  13,419,572 
第28項　（中部国際空港） 1/2  86,295  -  86,295  - 

法

附

則

第

一

五

条

第１項　（輸入拡大・流通システム効率化の物流施設） 1/2  7,659,316  3,019,194  3,463,771  1,176,351 
第４項　（心身障害者多数雇用事業所） 5/6  107,516  24,273  83,243  - 

第５項　（外貿埠頭公社が平成10年３月31日までに取得した資産） 2/3  142,005  57,943  13,120  70,942 
4/5  15,021  15,021  -  - 

第12項　（鉄道施設、軌道施設の貸付けを行う法人） 3/4  331,823  309,967  21,856  - 
第14項　（並行在来線の譲受資産） 1/2  449,787  -  276,367  173,420 
第18項　（PFI（公共施設等）） 1/2  11,779,910  3,363,774  8,376,067  40,069 

第19項　（都市利便施設） 3/5  -  -  -  - 
1/2  7,363,765  7,363,765  -  - 

第20項　（成田国際空港株式会社） 4/5  203,421  -  203,421  - 
第21項　（PFI（国立大学の校舎）） 1/2  68,926  -  68,926  - 
第22項　（指定特定重要港湾） 1/2  50,876  50,876  -  - 
第23項　（都市鉄道施設及び駅付帯設備） 2/3  23,144  -  23,144  - 

第24項　（特定外貿埠頭指定会社等） 1/2  1,105,857  1,105,857  -  - 
3/5  31,417  31,417  -  - 

第25項　（郵便事業株式会社等） 1/2  225,521,713  84,757,506  122,511,721  18,252,486 
第26項　（鉄道事業再構築事業） 1/4  214,428  -  214,428  - 
第28項　（重要無形文化財の公演施設） 1/2  85,108  77,924  7,184  - 
第30項　（特定用途港湾施設） 1/2  -  -  -  - 
第32項　（国際戦略港湾） 1/2  -  -  -  - 
第32項　（特定国際拠点港湾） 2/3  -  -  -  - 
第34項　（津波避難施設） 1/2  -  -  -  - 
第36項　（駅のバリアフリー化施設） 2/3  -  -  -  - 

二
　
条
の
一
五
則
第
法
附 第２項　（JR三島特例）※法附則第15条の３の適用のないもの 1/2  19,932,582  4,665,648  14,270,979  995,955 

条
の
三

第
一
五

法
附
則

第１項　（旧国鉄承継特例） 3/5  3,196,683  1,548,594  1,564,114  83,975 
第１項　（　　〃　　）法附則第15条の２第２項の適用のあるもの 3/10  11,581,179  2,957,833  7,226,239  1,397,107 

条
の
二

第
五
六

法
附
則

第４項　（東日本大震災により滅失又は損壊した特定地方交通線の
　　　　　代替家屋） 1/4  2,942  -  -  2,942 

八
条
則
第
年
附
四
七
昭
和 第３項　（地下道等） 1/2  188,788  178,465  10,323  - 

三
条
則
第
年
附
六
二
昭
和 第10項　（特定地方交通線） 1/4  44,065  -  8,647  35,418 

条
　
第
八
附
則
三
年
平
成 第３項　（都市基盤整備公団） 1/3  -  -  -  - 

−課税標準額等−
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−課税標準額等−
� 全国計� 大都市計� 都市計� 町村計

区 　 分

特

例

率

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

課��

税��

標��

準��

の��

特��

例��

に��

よ��

り��

減��

額��

に��

な��

る��

額

第
六
条

年
附
則

平
成
七

第３項　（都市基盤整備公団） 1/3  -  -  -  - 

第５項　（農業・生物系特定産業技術研究機構） 1/3  -  -  -  - 
1/6  169,983  169,983  -  - 

第５項　（日本電気計器検定所） 1/6  878,223  806,045  72,178  - 
第５項　（日本消防検定協会） 1/6  -  -  -  - 
第５項　（小型船舶検査機構） 1/6  253,557  109,377  144,180  - 
第５項　（軽自動車検査協会） 1/6  624,115  150,990  426,176  46,949 
第８項　（関西文化学術研究都市の文化学術研究施設） 1/2  -  -  -  - 

第
六
条

年
附
則

平
成
十

第５項　（都市基盤整備公団） 1/2  -  -  -  - 
第９項　（指定法人等の大規模外貿埠頭） 1/2  509,848  509,848  -  - 

八
条
則
第
年
附
十
三
平
成 第８項　（高圧ガス保安協会） 1/6  -  -  -  - 

附
則
第
十
一
条

平
成
十
五
年

第９項　（日本電気計器検定所） 1/3  431,235  127,205  304,030  - 
第９項　（日本消防検定協会） 1/3  -  -  -  - 
第９項　（小型船舶検査機構） 1/3  374,931  244,664  130,267  - 
第９項　（軽自動車検査協会） 1/3  1,601,257  555,340  973,987  71,930 
第11項　（高圧ガス保安協会） 1/3  -  -  -  - 

十
条
則
第
年
附
十
六
平
成 第23項　（国の機関との共同研究施設） 3/4  -  -  -  - 

七
条

年
附
則
第

平
成
十
七

第９項　（社会保険診療報酬支払基金） 1/6  1,805,678  1,805,678  -  - 
第10項　（自動車安全運転センター） 1/6  -  -  -  - 

十
三
条

年
附
則
第

平
成
十
八

第８項　（農業・生物系特定産業技術研究機構） 2/3  -  -  -  - 
第15項　（特定路外駐車場） 7/8  -  -  -  - 
第18項　（�外貿埠頭公社が平成10年４月１日から平成18年３月31日

までに取得した資産）
1/2  55,268  -  55,268  - 
1/5  52,379  29,163  -  23,216 

附
則
第
六
条

平
成
十
九
年

第２項　（高圧ガス保安協会） 1/2  -  -  -  - 

第３項　（輸入拡大・流通システム効率化の物流施設） 1/2  2,396,117  892,052  1,378,206  125,859 
5/6  -  -  -  - 

第５項　（特定路外駐車場） 7/8  -  -  -  - 

第６項　（国立大学法人等との共同研究施設） 1/2  38,421  -  38,421  - 
3/4  -  -  -  - 

第11項　（洪水時の円滑かつ迅速な避難の為の施設又は設備） 1/2  -  -  -  - 

附
則
第
十
条

平
成
二
十
年

第４項　（日本電気計器検定所） 1/2  110,346  110,346  -  - 
第４項　（日本消防検定協会） 1/2  -  -  -  - 
第４項　（小型船舶検査機構） 1/2  624  -  624  - 
第４項　（軽自動車検査協会） 1/2  349,801  99,123  211,098  39,580 
第12項　（�外貿埠頭公社が平成18年４月１日から平成20年３月31日

までに取得した資産） 1/2  -  -  -  - 

第17項　（中核的地方卸売市場構築事業） 1/2  -  -  -  - 

附
則
第
八
条

平
成
二
十
一
年

第４項　（輸入拡大・流通システム効率化の物流施設） 1/2  15,732,964  5,914,201  6,674,816  3,143,947 
5/6  -  -  -  - 

第10項　（地下駅火災対策施設） 2/3  -  -  -  - 
第11項　（洪水時の円滑かつ迅速な避難の為の施設又は設備） 2/3  -  -  -  - 
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� 全国計� 大都市計� 都市計� 町村計

区 　 分

特

例

率

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

法 定 免 税 点 以 上
の も の（ 千 円 ）

減

額

に

な

る

額

課

税

標

準

の

特

例

に

よ

り

附
則
第
十
一
条

平
成
二
十
二
年

第16項　（利用者利便の向上に資する停車場等） 3/4  1,004,399  1,002,931  1,468  - 
第19項　（PFI（公共荷さばき施設等）） 1/2  -  -  -  - 
第20項　（PFI（一般廃棄物処理施設）） 1/2  1,187,436  -  1,140,342  47,094 
第22項　（鉄道再生事業） 1/4  -  -  -  - 

平
成
二
十
三
年
附
則
第
七
条

第２項　（石油天然ガス・金属鉱物資源機構） 2/3  -  -  -  - 
4/5  -  -  -  - 

第３項　（農業・食品産業技術総合研究機構） 1/3  25,482  24,658  824  - 
2/3  6,029  290  5,739  - 

第６項　（社会保険診療報酬支払基金） 1/3  -  -  -  - 
第７項　（自動車安全運転センター） 1/3  8,522  -  8,522  - 
第８項　（郵便貯金・簡易生命保険管理機構） 1/2  141,031  -  96,854  44,177 

第９項　（輸入拡大・流通システム効率化の物流施設） 1/2  5,594,898  2,986,375  2,608,523  - 
7/8  1,108,101  -  -  1,108,101 

第10項　（特定路外駐車場） 7/8  -  -  -  - 
第13項　（心身障害者多数雇用事業所） 5/6  68,536  13,555  -  54,981 
第17項　（中核的地方卸売市場構築事業） 2/3  267,302  -  267,302  - 
第20項　（鉄軌道事業者等が駅で行う改良工事） 2/3  627,087  85,594  493,840  47,653 
第23項　（都市利便施設） 1/2  494,828  488,679  6,149  - 
第25項　（特定重要港湾施設） 1/2  12,055  -  -  12,055 

第
八
条

四
年
附
則

平
成
二
十

第２項　（関西国際空港株式会社） 1/2  342,710  -  -  342,710 
第10項　（JR貨物の基盤整備事業） −  464,759  170,074  294,685  - 
第10項　（JR貨物の基盤整備事業）法附則第15条の２第２項の適用のあるもの −  27,967  5,789  17,595  4,583 
計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B  594,791,561  221,183,653  326,247,869  47,360,039 

課 　 税 　 標 　 準 　 額 　 A − B 　  261,892,042,946  91,855,328,450  148,792,179,313  21,244,535,183 

−課税標準額等−


